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第１章 学校関係者評価とは 
 
学校関係者評価とは、学校が行った自己評価の結果等について、保護者を中心と

した学校に関係の深い方 （々学校関係者）に評価いただくことを基本とするもので、
学校が学校だけでは気づき得ないことに気づき、結果として自己評価そのものの質
を高め、次への改善につなげる活動です。 

学校関係者と教職員等との“対話”と“気づき”を通して、次の３点を目的とし、
学校関係者評価を行います。 

 

目的Ⅰ 学校経営の改革方針や自己評価等の質を高め、 

次への改善につなげる。 

目的Ⅱ 学校運営や教育活動への学校関係者の協力や 

参画を得て、地域に開かれた信頼される学校 

づくりを進める。 

目的Ⅲ 設置者は学校関係者評価の結果をもとに適切 

な支援を行う。 
 

 

学校関係者評価を充実させるためには、まずは学校が目指す学校像のもと重点取
組を明確にして、計画・実践し、その適切さを振り返る自己評価を充実させること
が重要です。 

学校関係者には、具体的には次の４つの視点で評価していただきます。 

 

① 学校経営の改革方針の内容が適切かどうか。 
② 普段の学校の取組が「目指す学校像」を実現するためのもの 

になっているかどうか。 
③ 学校の自己評価が適切に行われているかどうか。 
④ 自己評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切かどうか。 
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① 委員会の効果的な雰囲気づくり   

委員会での活発な「対話」が行われるよう工夫します。 
机の配置を工夫して意見を出しやすくするとか、提供資料中の文言をできるだけわか 

りやすい表現に変えておくなど、ちょっとした工夫や配慮が大切です。 

② 評価の視点   

学校関係者評価委員会では、次の視点で評価してもらいます。 
① 学校経営の改革方針の内容が適切かどうか。 

② 普段の学校の取組が「目指す学校像」を実現するためのものになっているかど 

うか。 

③ 学校の自己評価が適切に行われているかどうか。 

④ 自己評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切かどうか。 

③ 効果的な評価の求め方   

あくまでも学校経営上大切にしていることを重点的に評価しても
らいます。 

学校の教育活動全てについての網羅的・総花的な評価、個々の取組についての是非の

判断を求めるものではありません。 

④ 学校見学等の工夫   

評価活動を充実させるためにも、教育活動を実際に見学してもら
ってください。 

その際には、「何を」目的に、「どこまで」見ていただくかを踏まえた適切な公開

が求められます。見学してもらいやすい日時の設定や委員会開催時間の前後に見学

時間を設定する等の工夫が必要です。 

また、見学後に教職員や生徒と対話の場を設けることも大切です。 

⑤ 評価報告書と公表   

学校関係者評価の結果は「学校評価報告書（県教委様式）」の『関
係者評価』欄にわかりやすく箇条書きで記入していただくことを
想定しています。 

実際には、学校関係者評価委員会が、一つの「提言書」などを作成して、学校側へ提

示する形も考えられます。 

学校が適切に説明責任を果たすために、こうした報告書を自校のホームページに公開

したり、学校だよりなどとともに配布したり、ＰＴＡ総会などの場で説明・紹介した

りすること等が考えられます。 
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別記様式１ 

第   号 

平成  年  月  日 

三重県教育委員会 あて     

校長     名    前 

学校関係者評価委員の委嘱について 

次の者に学校関係者評価委員を委嘱することが適当であると認めるので、推薦します。 

記 

【委嘱期間 年 月 日                                  

番

号 
学校名 名 前 

性

別 
生年月日 

年

齢 
現住所 現 職 推薦理由 過去３年の委嘱実績 

報償費の

要、不要 

不要の場合の

理由 

    年 月 日生     年 月 日～ 年 月 日   

    年 月 日生     年 月 日～ 年 月 日   

    年 月 日生     年 月 日～ 年 月 日   

    年 月 日生     年 月 日～ 年 月 日   

    年 月 日生     年 月 日～ 年 月 日   
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別記様式２ 

 

 

委 嘱 状 

 

 

「ア」は学校名を記載する。

（名 前）        様 

三重県立  ア  学校関係者評価委員を委嘱します 

期間は  年  月  日から  年  月  日までとします 

年  月  日 

三重県教育委員会 



 - 20 - 

資料 学校評価関連法規 
 

■ 教育基本法 

第１３条 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚すると

ともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。 

  

■ 学校教育法   

改正学校教育法（抜粋）（平成 19 年６月 27 日公布，平成 19 年 12 月 26 日施行） 

第４２条 小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況

について評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより，その

教育水準の向上に努めなければならない。 

第４３条 小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，

これらの者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関す

る情報を積極的に提供するものとする。 

※ これらの規定は，幼稚園（第 28 条），中学校（第 49 条），高等学校（第 62 条），中等教育学校（第

70 条第 1 項），特別支援学校（第 82 条），専修学校（第 133 条），各種学校（第 134 条）に，それ

ぞれ準用する。 

  

■ 学校教育法施行規則 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令（抜粋）（平

成 19 年 12 月 25 日文部科学省令第 40 号）附則 ～「～第五十条から第五十条の三まで」を「～第六

十六条から第六十八条まで」に改め，～とする。 

第五節 学校評価 

第６６条 小学校は，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行い，その結

果を公表するものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たっては，小学校は，その実情に応じ，適切な項目を設定して行うものとする。 

第６７条 小学校は，前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の

当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い，その結果を公表するよう努めるもの

とする。 

第６８条 小学校は，第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合

はその結果を，当該小学校の設置者に報告するものとする。 

 

■学校評価ガイドライン（平成２２年７月２０日改訂版）から抜粋 

●学校評価の必要性 

○ 学校の裁量が拡大し、自主性・自律性が高まる上で、その教育活動等の成果を検証し、必要な支援 

・改善を行うことにより、児童生徒がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を 

目指し、教育の水準の向上と保証を図ることが重要である。また、学校運営の質に対する保護者等の 
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関心が高まる中で、学校が適切に説明責任を果たすとともに、学校の状況に関する共通理解を持つこ 

とにより相互の連携協力の促進が図られることが期待される。これらのことから、学校の教育活動そ 

の他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校及び設置者等が学校運営の改善を 

図ること、及び、評価結果等を広く保護者等に公表していくことが求められる。  

●学校評価の目的 

 このことから、学校評価は、以下の３つを目的として実施するものであり、これにより児童生徒が 

より良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指すための取組と整理する。 

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況 

や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を 

図ること。 

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明によ 

り適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地 

域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講 

じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 

 ●学校評価の種類 

（１）各学校の教職員が行う評価【自己評価】 

（２）保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果につい 

て評価することを基本として行う評価【学校関係者評価】 

（３）学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、 

自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について専 

門的視点から行う評価【第三者評価】 

【自己評価】 

○ 自己評価は、学校評価の最も基本となるものであり、校長のリーダーシップの下で、当該学校の全 

教職員が参加し、設定した目標や具体的計画等に照らして、その達成状況や達成に向けた取組の適切 

さ等について評価を行うものである。 

【学校関係者評価】 

○ 学校関係者評価は、保護者、学校評議員、地域住民、青少年健全育成関係団体の関係者、接続する 

学校（小学校に接続する中学校など）の教職員その他の学校関係者などにより構成された委員会等が、

その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果について評価することを基本とし 

て行うものである。 

○ 教職員による自己評価と保護者等による学校関係者評価は、学校運営の改善を図る上で不可欠のも 

のとして、有機的・一体的に位置付けるべきものである。 

【第三者評価】 

○ 第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評 

価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況 

について、専門的視点から評価を行うものである。 

○ 第三者評価は、実施者の責任の下で、第三者評価が必要であると判断した場合に行うものであり、 

法令上、実施義務や実施の努力義務を課すものではない。 
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※「外部評価」の用語 

○ 従来広く用いられてきた「外部評価」の用語は、狭くは保護者や地域住民による評価を、広くは第 

三者評価も含めて学校外の有識者等による評価を指す用語として使われており、同じ語を用いながら 

その具体的内容は様々であった。 

○ このことから本ガイドラインでは、「外部評価」を構成する要素やその性質に鑑み、これを保護者や 

地域住民など学校と密接な関係を有する者による「学校関係者評価」と、学校運営に関する外部の専 

門家等による「第三者評価」の２つに、概念上分けて整理している。 

○ なお、「学校関係者評価」の用語について、略して「関係者評価」、または「保護者等による評価」、 

あるいは自己評価に対するものとして単に「外部評価」など、適宜わかりやすい用語を用いることも 

考えられる。 

※ 児童生徒・保護者対象のアンケート（外部アンケート等） 

○ 自己評価を行う上で、児童生徒や保護者、地域住民を対象とするアンケートによる評価や、保護者 

等との懇談会を通じて、授業の理解度や保護者・児童生徒がどのような意見や要望を持っているかを 

把握することが重要である。 

○ 従前、このようなアンケートや懇談会の実施を「外部評価」ととらえてきた例もみられたが、現在 

はそれに留まらず、「学校関係者評価」としての保護者等による評価の実施に努めることが法令上求 

められている。アンケート等については、学校の自己評価を行う上で、目標等の設定・達成状況や取 

組の適切さ等について評価するためのものととらえることが適当であり、学校関係者評価とは異なる 

ことに留意する。本ガイドラインにおいては、これを「外部アンケート等」と称する。 

●学校評価の実施形態 

上記のように、自己評価（及び外部アンケート等）とその結果について評価する学校関係者評価の実施

と、それらの結果の公表が、学校における学校評価を進める上での基本となる。これらに加えて、第三者

評価を導入し、学校評価全体の充実を図ることが有効である。 

なお、これらは必ずしもこの通り行われなければならないものではなく、法令に反しない範囲で例えば

２つ以上の要素を併せ持つ取組を同時に行うことも考えられる。 

例えば、教職員と保護者・地域住民が１つの組織を設けて評価を行うことや、保護者・地域住民の他に

大学教員等の有識者を加えて専門的な視点を加えた評価を実施することなども考えられる。 

学校評価により期待される取組と効果は以下の通りである。 

●学校評価により期待される取組と効果 

○ 学校評価の結果を踏まえ、各学校が自らその改善に取り組むとともに、評価の結果を学校の設置者 

等に報告することにより課題意識を共有することが重要である。これを踏まえ、設置者等は予算・人 

事上の措置や指導主事の派遣を行うなどの適切な支援を行うことが必要である。 

○ 学校関係者評価の取組を通じて、教職員や保護者、地域住民等が学校運営について意見交換し、学 

校の現状や取組を知り課題意識を共有することにより、相互理解を深めることが重要である。学校評 

価を学校・家庭・地域間のコミュニケーション・ツールとして活用することにより、保護者・地域住 

民の学校運営への参画を促進し、共通理解に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学校づくりを進め 

ていくことが期待される。さらに、学校評価を軸とした情報の共有と連携協力の促進を通じて、学校 

・家庭・地域それぞれの教育力が高められていくことが期待できる。 

○ また、第三者評価の取組を通じて、学校が自らの状況を客観的に見ることができるようになるとと 
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もに、専門的な分析や助言によって学校の優れた取組や、学校の課題とこれに対する改善方策が明確 

となる。さらに、学校運営が適切になされているかどうかが確認される。これらの結果、学校の活性 

化や信頼される魅力ある学校づくりにつながることが期待される。 

○ 学校評価は、限られた時間や人員を、必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中する 

といった、学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである。学校評価の 

取組を通じて、学校として組織的に、今、重点的に取り組むべきことは何かを把握し、その伸長・改 

善に取り組むようになることが期待される。 

○ 学校評価は、あくまでも学校運営の改善による教育水準の向上を図るための手段であり、それ自体 

が目的ではない。学校評価の実施そのものが自己目的化してしまわないよう、地域の実情も踏まえた 

実効性のある学校評価を実施していくことが何よりも重要である。 

 

■ 学校関係者評価の義務化にかかる「三重県立学校の管理運営に関する規則」の改正 

【旧】 

第八十六条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関する計画を策定し、その状況について

自ら評価を行い、評価の結果及び今後の改善方策について保護者等に対し説明を行うとともに、公表す

るものとする。 

第八十六条の二 校長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた、当該学校の生徒等の保護者その他

の当該学校の関係者（当該学校の職員を除く。）による評価（以下「学校関係者評価」という。）を行い、

その結果を公表するよう努めるものとする。 

第八十六条の三 校長は、第八十六条の規定による評価の結果及び前条の規定による学校関係者評価を

行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。 

 

【新】 

第八十六条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関する計画を策定し、その状況について

自ら評価を行い、評価の結果及び今後の改善方策について保護者等に対し説明を行うとともに、公表す

るものとする。 

第八十六条の二 校長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた、当該学校の生徒等の保護者その他

の当該学校の関係者（当該学校の職員を除く。）による評価（以下「学校関係者評価」という。）を行う

とともに、その結果を公表するものとする。 

２ 学校関係者評価に関し必要な事項は、別に定める。 

第八十六条の三 校長は、第八十六条の規定による評価の結果及び前条の規定による学校関係者評価の

結果を、委員会に報告するものとする。 

 

■ 三重県立学校の学校関係者評価取扱要綱 

※さらに具体的な実務に関しては、ガイドブック「学校関係者評価の手引き」を参照 

１ 趣旨 

この要綱は、三重県立学校の管理運営に関する規則（平成 13 年 3 月 27 日教育委員会規則第 8 号）

（以下「規則」という。）第８６条の２第２項の規定に基づき、学校関係者評価に関し必要な事項を定め

る。 
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２ 学校関係者評価の目的 

学校関係者と教職員等との対話を通して、学校が行った自己評価等を評価するとともに、学校運営や

教育活動への学校関係者の参画を促進することにより、地域とともにある学校づくりを進めることを目

的とする。 

３ 学校関係者評価委員会の設置 

（１）設置 

各学校において、学校関係者評価委員（以下「委員」という。）により構成される委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。ただし、規則第７６条の２で規定する学校運営協議会を設置する学校に

あっては、この限りでない。 

（２）委員の推薦及び委嘱 

ア 校長は、学校の特色に応じ、委員に適任である者を保護者、地域の住民や企業関係者、中学校や

大学等の教職員、当該学校を卒業した者、学校評議員等の有識者、青少年育成団体や警察等関係機

関の職員等から人選し、別記様式１により三重県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に推薦

する。ただし、保護者は必ず含めなければならない。 

イ 教育委員会は、校長から推薦のあった者に委員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦

のあった者に対し、別記様式２による委嘱状を交付する。 

（３）委員の数 

委員の数は、５人から７人を標準とし、校長が決定する。 

（４）任期 

ア 委員の任期は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年とし、再任を妨げない。ただし、新た

に設置した学校における設置年度の委員の任期については、この限りではない。 

イ 同一校で同一人に対し継続して委員を委嘱する場合は、原則として３年を限度とする。 

ウ 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、委員を置くことができる。 

エ 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。 

（５）報償費 

ア 委員には、年額 12,000 円の報償費を支給する。ただし、当該学校の学校評議員に委員を委嘱す

る場合にあっては、この限りでない。 

イ 委員が年度途中において新たに委嘱されたときはその日から、離職したときはその日まで、死亡

したときはその日の属する月までの報償費を支給する。 

ウ イの規定により支給する場合の報償費の額は、アに定める額を月割計算して得た額とする。ただ

し、月の途中において新たに委嘱され又は離職したとき（死亡したときを除く。）の当該月分の報償

費の算定は、現日数を基礎として日割により行い、１円未満の端数が生じたときは、当該端数は切

り捨てるものとする。 

４ 学校関係者評価の実施方法等 

（１）資料の提示等 

ア 校長は、学校関係者評価の実施に先立って、学校経営の改革方針や学校が行った自己評価等の資

料の提示をはじめとして、学校運営や教育活動の状況について委員会に説明するものとする。 

イ 校長は、委員会から求められた資料については、提示することが適当ではないものを除き、積極

的に提示するものとする。 
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（２）対話等の機会 

委員会は、評価を行うに先立って、授業や学校行事の参観、施設・設備の観察、教職員や生徒等と

の対話等を行い、学校の状況について相互の共通理解を深めるよう留意するものとする。 

（３）評価の実施 

委員会は、各種の資料の検証や、学校の諸活動の観察及び教職員等との対話などを通して、学校経

営の改革方針や学校が行った自己評価の結果及びそれらを踏まえた改善方策等について評価するとと

もに、学校関係者の学校運営や教育活動への参画を促進するものとする。 

（４）秘密の保持 

委員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（５）結果の公表 

校長は、学校が行った自己評価の結果と併せて学校関係者評価の結果を適切な方法で公表するもの

とする。 

（６）結果の報告 

校長は、学校が行った自己評価の結果と併せて学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するもの

とする。 

５ その他 

この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。なお、各学校における委員会の運営について必

要な事項は、校長が定めるものとする。 

 

附 則（平成２４年３月２７日教委第03-16号） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

《参考》学校評議員制度にかかる「三重県立学校の管理運営に関する規則」の改正 

【旧】 

第七十六条 学校に学校評議員を置く。ただし、次条で規定する学校運営協議会を設置する学校にあっ

ては、この限りでない。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 

３ 学校評議員に関し必要な事項は、委員会が定める。 

【新】 

第七十六条 学校に学校評議員を置くことができる。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 

３ 学校評議員に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 

《参考》三重県立学校学校評議員取扱要綱（改正） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三重県立学校（以下「学校」という。）が保護者や地域住民等の意向を把握し反映さ

せながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、三重県立学校の管理運営に関する規則（平

成13年3月27日教育委員会規則第8号）に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的と

する。 
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（評議員の数） 

第２条 学校に置く学校評議員の数は、５人を標準とし、校長が決定する。 

↓ 

第２条 学校に学校評議員を置くことができ、その数は校長が決定する。 

（役割） 

第３条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、

校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、または助言を行う。 

（推薦及び委嘱） 

第４条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を

卒業した者、関係機関・青少年団体等の職員等から人選し、別記様式１により三重県教育委員会（以下「教

育委員会」という。）に推薦する。 

２ 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推

薦のあった者に対し、別記様式２による委嘱状を交付する。 

（任期） 

第５条 学校評議員の任期は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年とする。 

↓ 

第５条 学校評議員の任期は、原則として４月１日から翌年の３月３１日までの１年とする。 

２ 同一校で同一人に対し継続して学校評議員を委嘱する場合は、３年を限度とする。 

３ 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校評議員を置くことができる。 

４ 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。 

（秘密の保持） 

第６条 学校評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（意見交換の機会） 

第７条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための

機会（以下「評議員会」という。）を設けることができる。 

２ 評議員会は、校長が主宰する。 

３ 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。 

（報償） 

第８条 学校評議員には、年額12,000円の報償費を支給する。 

２ 学校評議員が年度途中において新たに委嘱されたときはその日から、離職したときはその日まで、死

亡したときはその日の属する月までの報償費を支給する。 

３ 前項の規定により支給する場合の報償費の額は、第１項に定める額を月割計算して得た額とする。た

だし、月の途中において新たに委嘱され又は離職したとき（死亡したときを除く。）の当該月分の報償費の

算定は、現日数を基礎として日割により行い、１円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるも

のとする。 

（その他） 

第９条 この要綱の実施について必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。 
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附 則（平成12年3月17日教教第958号） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年3月27日教教第1137号） 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年12月28日教委第20-537号） 

１ この要綱は、平成１９年１月１日から施行する。 

ただし、第５条第２項の規定は、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月２７日教委第03-17号） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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